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台'湾における中小企業の対外投資.

1課 題

高 杏 華

台湾では1985年 以降,台 湾元高や地価高騰,環 境保護意識の台頭などによる

生産コ.ストの高騰と労働力不足などが原因で,こ れまでの労働集約型産業の国

.際競争力は失われ,多 くの企業がさかんに海外投資を行うようになった。とく

に,.これまで輸1.H分野に進出していた中小企業は大 きな困難に直面 してお り,

その多くが低賃金労働 を求めて東南 アジア諸国や中国へ向けて投資を増加させ

ている。台湾経済の主要な担い手 として大 きな役割を果たしてきた中小企業の.

対外投資は,台 湾経済の将来と密接にかかわっており,そ れによって台湾経済

にどのような影響を与えるかを研究することは大 きな意義を持つ と思われる。

近年,世 界におけるアジアNIEsの 対外直接投資のシェアは上昇 しつつあり,

とりわ.け途 ヒ国全体の対外直接投資額の中ではその約4分 の1に 当たると推計

されている。こうした流れの中で,台 湾は1988年 以来9年 連続で対外【自:接投資

額が対内直接投資額を上回る 「純直接投資地域」 となってお り,投 資額そのも

のも増加 しつつあるη。台湾の対外投資における中小企業の地位を見ると,そ

の金額 と件数は大企業のそれに比べて少ないものの,低 賃金労働 に依存する中

小企業の対外投資は積極的である。むしろ,産 業の高度化に遅れをと.?ている

台湾では,対 外投資能力を持つ中小企業こそが産業高度化の推進に貢献するも

のと言わねばならない。近年,数 多 くの中小加工業者が対外投資を進めた結果,

「産業空洞化問題」 として国内の原材料を提供す るII【上 ・川中の大子会社

1}日 本貿易振興会 『世界と日本の海外直接投資』1998年,10ページ。
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の経営に大きな影響を与えはじめたことが明らかにされている。中小企業が台

湾での経営を続けるため,海 外での生産 と同様の低コス トを実現できるように.

「離島加..[:区」の設置が企業から提言されてもいるビ)。これらはまさに中小企

業の対外投資による国内経済への影響の大きさを示 している。

この論文では,ま ず,台 湾全体の対外投資の動向を見るために,そ の対外投.

資の歴史や背景,そ して数量的推移を地域別および業種別に検討する。次に,

中国や東南アジア諸国への中小企業の投資状況を明ちかにする。さらには,.台

湾における産業構造の変化や産業空洞化問題,そ して 「台湾優越」状況を作 り

出すために構想された 「アジア太平洋センター」の運営などと関連させつつ ,

中小企業の対外投資の台湾経済への影響を分析 したい。最後に,以 上の分析を

.踏まえて,今 峰の中小企業の対外投資と台湾経済の発展にとって,政 府にどの

ような政策が求められるかを.考えてみたい。

11対 外投資の動向.

1対 外投資管理の緩和

台 湾 で は1987年 以 前 は,対 外 投 資 は 国 内経 済環 境 や 外 貨 不 足 な ど の理 由で厳

し く制 限 され,天 然 資 源 の 確 保 や輸 出指 向工 業 化 の推 進 な どの 目的 で しか 許 可

が下 りなか っ た。 対 外 投 資 規 制 と して 「対 外 投 資 弁法 」が 初 め て公 布 され た の

は62年 で あ?た 。 後 に,同 法 は5回 にわ た っ て内 容 が 修 正 され ,名 称 は 当初 の

..「対 外 投 資 弁 法 」 か ら 「対 外 投 資 審 査 処 理 弁 法 」 に,続 い て また ,現 行 の 「対..

.外 投 資 及技 術 合 作 審 査 処 理 弁 法 」 に変 更 さ れ だ}。 審 査 基 準 は 内 容 の修 正 につ

れ 緩 和 され て きた が,85年 の 第3回 目 の場 合 の 審 査 基 準 と して 「資 本 金2 ,000

万 元 以 ヒ,負 債 比 率300%以 下 」 と い う条件 は,企 業 と りわ け 中小 企 業 に とつ

2)「 離島加工特区」とは,台 湾の領土と完全に離れている近海に加工区を設置することである。
その長所は外国人労働者を区内に導入し,企業が外国までいかなくても低賃全労働を利用できる

ことにある。区内では,外 国人労働者の出人国手続の簡素化,海 運 ・航空が整備されていること
が必要とされる.rこの計画は 「企業の根」を台湾に残し,か つ台湾の力II工産業を生かすことを強
調しているじ王水慶 「設置離島加工特区」「.卓越雑誌」]81期,⊥999年9月 。

3)朝 元照雄 『現代台湾経済分析」勁草書房,1996年 ,第7章 。
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て は まだ きわ め て厳 しか った 。 中小 企 業 の対 外 投 資 が 容 易 と な った の は,87年

》.に 「外 国為 替 管 理 条 例 」 が.公布 さ れ て か らの こ とで あ
った 。外 国 送 金 が 自由化

さ れ る に伴 っ て,89年 に行 わ れ た 第5回 目の修 正 に よ り,そ れ まで の 審 査基 準

の 資本 金基 準 が 廃 止 され,中 小 企 業経 営 の 国際 化 の道 が 開か れ た 。

政府 の対 外 投 資 の管 理 が 厳 しす ぎた こ とを 背 景 に,、これ まで 案 際 に は多 く.の

企 業 は 政府 に報 告せ ず に,あ るい は個 人 名 義 で 対外 投 資 を行 って いた 。 そ のた

.め,対 外投 資 につ い て の統 計 資 料 は,投 資 先 国 の統 計 と大 きな.食い違 い を見 せ

て い る 。 と く.に,中 国へ の投 資 金 額 と件 数 につ い て は 政 府 が把 握.しに くい 情 況

に あ った 。 た とえ ば,1997年 まで の 中国 へ の投 資統 計 につ い て見 る と,台 湾 経

済 部投 資 審 議委 員会 の認 可 は20,362件,112億 ドル とな.って い る。 これ に 対 し,

中 国 側 の 統 計 で は,38,458件,契 約 金 額 は382億 ドルで あ り,実 行 金 額 は184億

ドル とな って い る.。台湾 側 の デ ー タ は過 小 計 上 で あ り,ま た 中 国側 で も契 約 金

額 と実 行 金 額 との乖 離 が大 きい。 東 南 ア ジ ア諸 国 につ い て も,シ ンガ ポ ー ルで

は台 湾 政 府 の 統計 よ り少 な くな っ てい る も のの,そ の他 の 国 の統 計 で は台 湾 政

府 の そ れ を は るか に超 え て い る。.4:研 究 で は と りあ えず,台 湾側 の認 可 統 計 を

用 い る こ と にす るが,実 際 に は台 湾 企 業 の対 外 投 資 金 額 と件 数 は統 計 資 料 よ り

大 き くな って い る こ とを 念頭 に おか ね ば な ら ない 。

と くに中 小 企:業の 対外 投 資 統 計 につ い て は不 明 な と こ ろが 多 い 。少 な く と も

1984年 以 前 には,中 小 企 業 は ま だ輸 出 の 「比 較 優位 」 を 維 持 して1玉際 競 争 に耐

えた こ と もあ って,そ の対 外 投 資 は少 なか った 。 中 小企 業 が 本格 的 に対 外 投 資

に乗 り出 した の は為 替管 理 と投 資 管 理 が 緩 和 され て 以 降 の こ とで あ った。 そ の

際,1司 時 に タ.イや マ レー シア もそ れぞ れ87年 と88年 に,外 資 開放 政策 を打 ち 出

した こ とが 重 要 で あ る。 しか も,政 治 面 で は,87年 に台 湾 で は戒 厳令 が解 除 さ

れ た た め,親 族 の 訪 問 や 旅行 を理 由 に 自 ら資 金 を 中国 に持 ち 込 み,政 府 に無 届

けで 投 資 を行 う企 業 や個 人 が急 増 し.てい った 。 現在,中 国 へ投 資 して い る企 業

の9割 が87年 以 降 に投 資 を 開始 した とい うり。 こ の よ うに,台 湾 の 中 小 企 業 に

4)国 立政治大学国際関係研究中心1中 華民国中小企業在広東省的投資与両岸政経互動関係」ノ
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よ る対 外 投 資 の ス ター トは主 に87年 以 降 で あ り,低 賃 金労 働 を 求 め て 中 国や 東

南 ア ジア 諸 国 に集 中 してい った の で あ る。

2地 域別の分布.

したが っ て,台 湾 の.対外 投 資 の 時期 は1987年 を もっ て二 つ の時 期 に分 け られ

る。87年 以 前 は投 資 金 額,件 数 と もに少 なか った 。59年 の対 マ レー シアへ の投

資 が 台 湾 企 業 の初 め て の対 外 投 資 で あ っ た。 しか も,地 縁 ・文 化 な どの 要 因か

ら ア ジ ア向 けの対 外 投 資 が増 加 し,全 体 の9割 近 くを 占め て い た 。 そ の後,70

年代 に入 って,市 場 確 保 や 技 術 獲 得 を 口的 と して対 米 国 向 けの投 資が 多 くな り,

全 体 め半 分 以.ヒを 占 め る よ う推 移 した5,。 しか しなが ら,59年 か ら79年 まで の

20年 間 の投 資 件 数 は136件 に す ぎず,金 額 も6 ,000万 ドルで しか なか.つた 。 対 外

投 資 の 大 幅 な増 加 が 見 られ るの は80年 代 に 入 って以 降 の こ とで あ る。 国 際 的 な

保 護 主 義 が 働 いた こ と もあ って,原 材 料 や 市 場 の確 保 を 口的 と して,対 外 投 資

熱 は 急 速 に高 ま っ てい っ た。80年 か ら86年 ま で の 期 間 の対 外 投 資 は計115件,

金額 は2億 ドル に増 加 した。 相 千地 域 は米 国 お よ び.東南 ア ジ アの タイ や シ ンガ

ポ ー ル を 中心 に展 開 し,そ の うち,米 国 が 全 体 の 過 半 数 を占 め た 。

1980年 代 半 ば以 降,台 湾 で は,政 治,経 済,社 会 全 般 に 大 きな 変革 が もた ら

され た 。 と くに,経 済 面 で は,80年 代 前半 の 米 国 との 激 しい 貿易 摩 擦 に よ って,

米 国か ら各種 の圧 力,台 湾 元 の 切 り上 げ,市 場 開放,知 的所 有権 保 護 な どが 加

え られ,さ ら に69年1月 か ら はGSP(般 特 恵 関税)供 与 の優 遇 策 も取 り消

され る こ とに な った 。 これ らを 背 景 に,.労 働 集 約 型 産 業 の経 営 を 中心 とす る台

湾 企 業 は急 速 に海 外 進 出 に 乗 り出 さ ざ る を得 なか っ た.同 時 に,こ れ まで の対

外 投 資 の 相 手先 は 米 国 か ら東 南 ア ジ ア 諸 国や 中 国へ と移 りは じめ た 。

第1表 は1987年 以 降 の 台湾 の 国(地 域)1別 の 対 外 投 資状 況 を示 した もので あ

る。投 資 金 額 と件 数 は毎 年 増 加 し,最 初 ぽ米 国,東 南 ア ジ ア諸 国 が 中心 で あ っ

、1997年4月,68ペ ー ジ。

5)行 政 院経 済 建 設 委 貝 会 編 「中 華 民 国 附年 経 済年 報 」1996年11月.292-303ベ ー ジ。



第1表 台湾の主な国 〔地域)別 対外投資状 況 (単位 件,10◎ 万 ドル)

19呂7年 1鰹 年 1989年1990年 1991年 1992年 1匪畔/9畔 1995年 聯年 1蜥年

件数.纈 件数= 金額 件数 金額 件数 金額 件数 纈 件数 金額:件数 金額: 件数 金額 件数 金額
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米 国 21 70 42 123.55 123 114 429 127 298 84 !93 ε7 529 iO 144 97 174. 271 335547
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注1)件 数 は新規のみ。金額は新規 ・増資の合計.合 計にはその他 の国 〔地域)を 含む。1993年 の数値が敵増 した背景S3,1993年3月1日

付で公布 された 「在大陸地区投資 ・技術合作詳聞∫弁法」に基づ き,・同弁法施行以前に認可を経ず に大陸に進出 レた企業 に対 して,追

加認 口∫申請を義務付 け,違 反者に対 しては罰金を課することにしたため。

2〕*の 部分は百万 ドル.未満、、

資料 経済部投資審議委員会。

出所 台湾研究所編 「台湾総覧」1995年 版,446ペ ー ジ,.1998年 版,440,442,446ペ ージ。.
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たが,90年 代 に入 って 米 国 へ の投 資 額 が 占 め る比 率 が 減 少 し,対 東 南 ア ジ アの

投 資 額 を下 回 りは じめ た 。 また,91年 か ら対 中国 お よ びベ トナ ムへ の投 資 が ス

ター トし,と くに中 国 へ の投 資 は件 数,金 額 と もに大 幅 に増 大 し,中 国 は 短 期

.間で 台 湾 企 業 に と って 主 要 な投 資 地 域 とな ってい る。 他 方,英 領 中 米 地 域 へ の

投 資 も,95年 よ り大 幅 に増 加 しつ つ あ る。 こ う して,台 湾 全 体 の対 外投 資 地域

は東 南 ア ジ ア諸 国,米 国か ら,東 南 ア ジ ア諸 国,中 国,英 領 中 米 地 域(バ ー ジ

ン諸 島}へ と移行 して い くのが 見 られ る。.

.地 域 別 の投 資規 模 を 見れ ば,1987'1か ら97年 まで の一一.一作 当 た りの 平均 規 模 は,

米 国 が28(1万 ドル,東 南 ア ジ ア450万 ドル,欧 州300万 ドル,香 港22⑪ 万 ドル,英

領lll米 地A1,000万 ドル,中 国55万 ドル と な って い る。 米 国 へ の投 資 規 模 が 小

さ くな る一 方 で,.東 南 ア ジ アへ の投 資 は,政 策 的 に奨 励 さ れ て い る 上 に公 営 企

業 の投 資 が さ か ん とな って い るた め,規 模 が 拡 大 しつ つ あ る 。 ま た,英 領 中 米

地域 で は 金融 保 険 関連 の投 資 が 多 い た め,そ の 規模 は 大 きい 。 これ に対 して,

中 国 へ の投 資 規 模 は小 さい 。 中国 へ の 投 資 規 模 が 他 よ り小 さ い こ とにつ い て は,

台 湾企 業 だ け に見 られ る現 象 で はな い 。 対 中 投 資 の リス ク を懸 念 して投 資 規 模

を抑 え る傾 向 は,米 国 な ど先 進 国 で も見 られ る。

3産 業別 の分布

産 業 構 造 の変 化 に よ って,台 湾 の 対外 投 資 の業 種 も変 化 して い っ た。...般 的

に は.,1960年 代 に は食 品,飲 料,紡 績,そ して非 金 属 鉱 物 製 品,70年 代 に は化

学,電 子,電 気,ゴ ム,プ ラ スチ ック製 品 を 中心 と してい た。 他 方,80年 代 後

半 以 降 に な る と,製 造 業 だ けで な く.サー ビス業 も しだ い に増 加 しは じめ た 。90

年 代 以 降 は,海 外 で 持 株 会 社 を 設立 し,金 融 保 険,貿 易 業 に投 資 す る企 業 が増

大 しつ つ あ る。

第2表 は,.1959年 か ら97年 ま で の 台湾 の対 外 投 資 の 内 容 につ い て,中 国 お よ

び 中国 以 外 の 地 域 に 分 け て 示 した もので あ る。 業 種 別 には,製 造業 へ の投 資 が

中心 とな って お り,と くに 電子 ・電 気 な.どの業 種 に集 中 して い る。 製造 業 に次
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第2表 台 湾 の 業 種 別 対外 投 資(単 位.:件,1,0σ0万 ドル)

地域 中国以外の地域

〔1959-97年)

中 国

(1991-97年)

地域
(1959-97年}

中国以外の地域 中

(1991-9ア 鱒

因

業種別 件 数 .金 額 件 数 金 額 業種別 件 数 金 額. 件 数 ;金 額

農 林 水 産 業 26 59. 358 97 機 械 5ア 42 649 368

鉱 業 6 32 59 24 電了 ・電気 942 2,424 2,7ア8 2,035

製 造 業 1,815 6,837 18,226 10,268 輸 送機 器 31 274 619 555

・食 品 ・飲 料 60 393 2,123 1.,108 精 密機 器 39 57 2,043 669

紡 績 100 609 933 624 建 設 業 40 135 】27 .28

衣 服 68 108 761 252 流 通 業 255 543 248. 211

皮 革 13 13! 426 158 貿 易 業 728 1,255 293 92

木 加 工 54 119 844 372 飲 食 業 1 1 169 68

紙 ・印 欄 26 232 560 276 運 輸 業 62 588 93 53

化 学製 品 上30 し鵬 1,320 ア16 倉 庫 業

一一

11 31

ブラスチ.ノクご ム 111 25魯 2,368 1,383 金 融 業 469 4,842 12 24

非金属鉱物 胆 403 1,072 745 サ ー ビX業 320 977 697 268

基 本 金属 121 722 1,730 1、OD8 そ の 他 33 46 69 翼

合 計 3,755 15,314 20,352 11,208

資料1);経 済部投 資審議委 員会 。

2):台 湾研究所編 「台湾総 覧」1998年,446ペ ージ。

ぐの は 金 融 業 、そ して貿 易 業 で あ る。 中 国 にお け る投 資 をみ る と,や は り製 造

業 が 大 部分 を 占 め てい るが,農 林 水.産業 や 鉱業 な どの 第一 次 産業,そ して サ ー

ビ ス業 へ の投 資 も大 い に行 わ れ てい る。 しか も,わ ず か の6年 間で の実 績 と し

て は,.件 数 お よび 金額 と も驚 異 的 な伸 びで あ る とい え よ う。

しか し,投 資 規 模 につ い て見 る と,製 造 業 にお ける一 件 当 た りの投 資 金 額 は,.

中国 以 外 の地 域 が平 均377万 ドル,中 国 が 平 均56万 ドルで あ る こ とか ら,台 湾

の対 中 国投 資 の投 資 規 模 は小 さい こ とが 分 か る。 また,非 製 造 業 に おい て も,

た と えば 貿 易 業,お よ びサ ー ビス業 の投 資 規模 は,中 国以 外 の地 域 が それ ぞ れ

172万 ドル と305万 ドル,中 国が それ ぞ れ31万 ドル と55万 ドルで あ り,や は り小

さ くな って い る。
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4近 年の対外投資の傾向

近年 の台 湾 企 業 の 対 外投 資 にお い て顕 著 な の は,中 国 で の 伸 張 が 目覚 ま しい

こ と,ま た,政 府 の 管 理 や 政 治 上 の 制 限 を乗 り越 え る ため に海 外 で の 持 株 会 社

の設 立 に よ っ て投 資 を行 う よ うに な った こ とで あ る01987年 まで は 政 治 的 な 理

由 で 中 国 との貿 易 は少 な く,主 に香 港 を通 じて の 間接 貿 易 が 中 心 で あ った 。 間

接 的 な経 済 関係 はあ った もの の,台 湾 政 府 は 中国 との 貿 易 を一 貫 して 違 法 とみ

な し,原 則 的 に禁 止 して い た 。 しか し,同 年 以 降,中 国 へ の 投 資 は 台 湾 の企 業

に とっ て最 も重 要視 され る事 柄 とな ってい る。 そ の背 景 には,台 湾 に お け る 産

業 構 造 の変 化 や 中国 の 改革 開放 政 策,世 界 的 な対 中国 投 資 ブー ムが あ る 。 ま た,

中 国 と 「同 文 同 種 」 で あ る とい う文化 条 件 もあ る。 台 湾 の 企 業 に と って,中 国

は低 廉 な土 地 ・人件 費 と広 大 な市 場 な どの メ リ ッ トを 有す る上 に,東 南 ア ジ ア

諸 国 に比 べ,言 語 ・社 会習 慣 が 近 く,経 営の 管 理 が 容 易 で あ る 。

現 在,対 中投 資 を行 う諸 外 国 の 中で,香 港 に次 い で 企 業 数 が 多 い の は 台湾 で

あ る。 ま た,1997年 ま で に 台 湾.企:業の対 中 国投 資 は20,362件,112億 万 ドル に

達 して お り,台 湾 の対 外投 資 の40%前 後 の 比 重 を 占 め る に至 っ て い る。 こ う し

た対 中 国投 資 の拡 大 は,ま ず 貿 易 画 にお ける 大 幅 な対 中輸 出超 過 を もた ら し,

従 来 の台 湾 に お け る対 米 輸 出 超 過 の 貿 易 パ ター ンを変 え た。 た とえ ば,97年 に

は,台 湾 の貿 易総 額 は2,365.1億 ドルで あ るが,そ の う ち,輸 出額 は1,220.7億

ドル,輸.人 額 は1,144.4億 ドル,輸 出超 過 額 は76.3億 ドルで あbた 。 そ の 巾で,

対 中貿 易 につ い て 見 る と,貿 易 総 額 は244.6億 ドル で あ り,輸 出額 は205.4億 ド

ル,輸.人 類 は39.2億 ドル,輸 出超 過額 は実 に166,2億 ドル とな っ て い た 。対 中

貿 易 は貿 易 全 体 の10.3%,輸 出 に つ い て は全 体 の16.8%を 占め て い た の で あ る。

こ う した対 中依 存 の動 きが 強 ま る中 で,「 両 岸 直 航」 や 「両 岸 交 流 」.が企 業

側 か ら強 く要 請 さ れ る よ う・に な っ て い る。 台 湾 の資 金 力 お よび 民 間 工業 に お け

る発 展 経 験 に加 え,中 国 の ハ イ テ ク研 究 能 力 お よ び基 礎技 術 力 を活 用 す れ ば,

台 湾 の 産 業 高 度 化 を さ らに促 進 す る こ とが で き る点 も指摘 さ れ て い る。 一 方,

台 湾 政 府 も実 情 に応 じて 中 国へ の投 資 認 可 条 件 を しだ い に緩 め ば じめ て い る。
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1992年 には 第 三 国 を経 由 した 間接 投 資 を認 め る よ う に な り,97年 に は 両 岸 産 業

の 分 業観 点 か ら,中 国 へ の投 資 を 「禁 止 」 「許.可」 「個 案 審 査 」 の3つ に 分類 す

る新 しい 政 策 も実 施 さ れ は じめ た。.

と こ ろが,政 治面 で は 「黒 字 創 出」 源 を中 国 以 外 の 市 場 に も求 め な け れ ば な

.ら な い。IMFの メ ン バ ー 国 で な い 台 湾 は,国 際収 支 難 に 陥 った 場 合 に,国 際

金 融 機 関 か らの支 援 が 困難 で あ る現 実 か ら,恒 常 的 黒 字 創 出 が 必 要 とさ れ る の

で あ る%そ の た め,中 国 市場 へ の過 度 の 依 存,つ ま り中 国経 済 の 動 向 に影 響

され や す い経 済 構 造 を避 け よ う と して,政 府 は 「響 板 論 」 や 「南 向 政 策」(東

南 ア ジ アへ の投 資 奨 励),あ る い は 「戒 急 用 忍 」(中 国 へ の投 資 は急 が ず 慎 重

に)を 呼 びか.けて きた。 しか しなが ら,現 実 には,政 府 は もは や企 業 の対 中投

資 を管 理 す る こ とが で きな くな って い る。 中 国 に よ る 「武 力犯 台」 の脅 威 が 語

られ る中 で,中 小 企 業 は もち ろ ん大 企 業 も中 国投 資 に 走 って い る 。経 済面 で は

中 国 との分 業 体 制 は必 然 的 に拡 大 し続 けて い るわ けで あ る 。 ま た,台 湾 企 業 の

対 中投 資 は,台 湾 経 済 に とって だ けで な く中 国経 済 に も大 き く貢献 して い る。

こ う した経 済 的利 益 を いか に維 持 して い くか,両 政 府,と りわ け 台 湾政 府 は大

きな 政策 転 換 を追 られ てい る。

一方
,対 中投 資 の拡 大 とあ い ま って,金 融 業 の対 外 投 資 も しだ い に増 加 して

.い る6企 業 は制 約 の多 い 台 湾 の 金 融 シ.ステ ム 上 の規 制 を 回避 し,国 際 的 な投 資

権 益 上 の保 護 を受 け るた め に金 融 業 の対 外投 資 を 急 い で い る。 第2表 か ら分 か

る よ うに,中 国以 外 の 地 域 にお け る対外 投 資 の 業 種別 内 訳 は,金 融 業 と電 子 ・

電 気 業 が 投 資 額 で は特 に際 立 って い る こ とを示 して い る。 そ の う ち.金 融 業 の

対 外 投 資 は1990年 以 降 の 対 米投 資 に 始 ま り,95年 以 降 は対 英 領 中米 地 域 へ と急

速 に拡 大 して い く。 第1表 で見 た よ うに97年 に お け る英 領 中米 地 域 へ の 投 資 件

数,金 額 は,そ れ ぞ れ 全 体投 資 の ユ8.6%お よ び36.3%を 占 め てい た 。

金 融 業 にお け る対 外 投 資 の 進展 が他 業 種 に比 べ て遅 か った の は,金 融 部 門 が

長 年 にわ た って 政 府 の 厳 しい 規 制..ドに置 かれ,対 外 進 出が 阻 まれ て きた か らで.

6)徐 照彦 「台湾新政権の政治経済政策の方向」「世界経済評論』2月 号,19§9年。
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ある。 しか し,1991年 にほ公営の3大 商業銀行の民営.化が行われ,新 規民間銀

行の開設 もほぼ20年 ぶ りに認められるようなった。また,金 融業の対.外投資に

ついては90年 以降の米国と95年以降の英領中米地域への投資動機の差異が指

摘されている㌔ 対米投資では,70年 代か ら徐々に発展 してきた貿易取引額の

拡大と製造業の進出が,金 融業の米国進出を促 した。一.・方,中 米地域の場合で

は,製 造業の進出が金融業g進 出を呼び起こすのではなく,低 コス トで資金を

保有 ・運.用できるユーロ市場の利用がその目的にある。さらに,金 融業の中米

地域への投資急増の背景には,台 湾からの直接投資権益は国際的に保護を受け

にくい状況があるため,持 株会社の設立により中米諸国の国籍 を利用 しようと

していることもある。とくに,こ れまで資金中継基地であった香港が中国に返

還された後,台 湾企業か らのもの と推定されるバージン諸島か らの投資金額は,.

97年 の中国への外国投資の協約金額 としては香港 に次 ぐ第2位 となつだ}。以

上見てきたように,.台湾政府は政策によ2て 年菜行動に影響を与えることが容

易ではなくなり,む しろ良好な投資環境を作ることが重要な役割となっている。

III中 小企業の対外投資の実態

1ア ジアへの集中

統 計 に よれ ば,1987年 か ら94年 の 間 に,生 産 拠 点 を海 外 に移 動 した 中小 企 業

数 は4万 社 に 近 い 。 そ の う ち約3万 社 が 中国 へ ,ユ 万社 が 東南 アジ ア諸 国 に移

動 して い る とい う%中 小 企 業 の 対 外 投 資 に 関 す る統 計 資 料 は少 な い が
,大 企

業 と の比 較 また投 資 先 地 域 に つ い て は,中 小 企 業 な りの特 徴 が見 られ る。 こ

れ を示 す の が 第3表 で あ る 。 まず ,中 国 以 外 の 地域 で は,1959年 か ら94年 まで

.の 台 湾 の 直接 投 資(認 可 ベ ー ス,対 中国 間接 投 資 を 含 まず)は 総 額 が69
,7億 ド.

ル,総 件 数 が1,786件,平 均 規 模 は390万 ドルで あ った 。 そ の うち,.中 小 企 業 に

7)赤 羽淳 「台湾の対外投資動向80年 代後半以降における投資拡大の背景要因分析」『三菱総

.合研究所/所 報』33号,1998"t8月 。
8)「 戒急用忍政策対両岸経貿関係的衝撃」r中華民国経済年鑑』経済日銀社

,.1998年。
9)ニ ー世紀基金会編 「探索台海経貿脈動』中華徴信所

,1998年4月,97ペ ージ。

轟
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第3表 対外投資 にお ける中小 企業 と大企業 の比較

企業別 中国以外の地域 中 国

項目 全体

I

l1小企業 大企業 全体. 中小企業 大燥 個人企業

金額 比 率 100% 1.4% 98.6% 100% 9.3% 罰,〔[% 6Q,7%

平均規模 脚 万ドル 39万 ドル 445万 ドル 3砺 ドル 24万 ドル 108!iトリレ 3晒 ドル

業 :種. 金融 電子電 機 金融 電了.・電機 電子・電機 電子・電機 プラスチック

化学材料 貿易 化学材料 iプラスチ ック プラスチ7ク 食品 電子 ・電機

電子・電機 紡績 訂 ・電機 食品 その他 縫 食品

顧問サー ビス 顧問サー..ビス 金属製品 非金属鉱物製品 ゴム その他

騰 比 率 100%

.

13.5% 86.5% 10G% 14.3% 10.3% .75.4%

業 種 竜子 ・電機 電子・電機 電子・電機 電子 ・電機 電了・・電機 電子・電機 電子・雪後

貿易 貿易 賜 プラスチック 運輸工具 餌 プラスチック

卸売 卸売 卸売 その他 プラスチッケ プラスチック その他.

金融 プラスチ ック 金融 .餓 食品 その他 食品

涯;中 国以外 の地域 は1959-94年2月,中 国は1991-94年2月 まで の統計資料で ある。

資料.;経 済部投 資審議 委員会電脳磁帯資料。

出所;中 小 企業処1中 華民国III小企業 白皮f1994年 版,183-198ペ ー.・ジ。

よ る 全 体 投 資 額1.4%,.件 数 は13.5%を 占 め て お り,平 均 規 模 は39万 ドルで

あ った 。投 資 業種 は 電子 ・電 気 や 貿 易 業 に集 中 して い た 。 な お,こ の 地域 に お

け るi卜小 企 業 の投 資先 は,マ レー シ ア,タ イ,フ.イ リ ピン,イ ン ドネ シア の4

国 を 中心 と して お り,こ の4力 国 だ けで 総 件 数 の54%,総 投 資 額 の44%を 占 め

てい た,,投 資 業 種 は半 数 以 上 が製 造 業,3割 が 商 業 に集 中 して お り,貿 易 業 へ

の投 資 は主 に香 港 を中心 と して い る。 ま た,最 近 の ベ トナ ムの 経 済 開 放 政 策 に

と もな い,東 南 ア ジ ア向 け投 資 の重 点 は べ ト.ナムへ と移 行 して お り.,ベ トナ ム

の外 国直 接 投 資 の 中で は,台 湾.企業 の投 資 が トップ とな って い る。

他 方,中 国で は1991年 か ら94年 ま で の 間接 投 資 の総 額 は37億 ドルで,総 件 数

は9,.997件 に達 して い る。 そ の う ち,中 小 企 業 は.全体 投 資 額 の9,3%,件 数 の

14,3%を 占 め てい る。 平 均投 資 規模 は24万 ドルで,投 資 地 域 は沿 海 の 広 東 や 江

蘇,福 建 に集 中 し,主 に製 造 業 を中心 と して い る。 また,中 国 投 資 につ い て 特

徴 的 な の は,個.人 名義 に よ る投 資 が 目立つ こ とで あ る。 そ の投 資 額 と件 数 はそ
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れ そ れ全 体 の60.?%と75.4%を 占め てお り,大 企 業 の30.0%と10.3%よ り多 く,

しか も平 均投 資規 模 は30万 ドルで,中 小 企 業 の 投 資 額 よ りも大 きい 。 中 国へ の

投 資 は,中 国 以外 の地 域 へ の投 資 と比 べ,全 体 的 に電 子 ・電機,プ ラス チ ック,

そ の 他業 種,食 品,金 属 製 品 な ど に集 中 して い る。 た だ し,中 小 企 業 は 運輸 「

具,非 金 属製 品,大 企 業 は食 品,紡 績,ゴ ム,個 人 企 業 は そ の他 業 種 で 目立 つ 。

ま た,製 造 業 に お け るそ の 他 業 種 は ほ とん どが い わ ゆ る 「中小 企 業 製 品」 に属

して い る。 ち なみ に,中 国 側 の 統 計 資料 を 見 る と,1991年 か ら93年6月 まで の

投 資 総 額 は計145億 ドル,150,832件 に 達 して お り,前 述 した よ う に,台 湾 側 の

統 計 数 字 を は るか に超 えて い る 。

以 上 の 投 資 件 数 や 規 模 を 見 る と,東 南 ア ジア に は 中国 の よ う な政 治 問 題 の 配

慮 が 不 必 要 に もか か わ らず,.中 小 企 業 は東 南 ア ジ アへ の投 資 に と くに重 点 を置

い て い な い.。これ は,言 葉,生 活 習 慣,文 化 背 景 な どが 近 い 中 国 こそ,投 資 規

模 が 小 さ い 中 小企 業 に とっ て投 資 先 に適 した 国 あ る こ と を示 して い る。 今後,

中 国 市 場 の 非 製造 業 部 門 の 開放 につ れ て,さ ら に 中小企 業 の投 資 先 は東 南 ア ジ

アか ら中 国 へ,中 国 の 沿海 地 域 か ら内 陸 へ,製 造 業 か らサ ー ビス業 へ とシ フ ト

して い く こ とに な ろ う。

2投 資方式

中小 企 業 の投 資 方 式 は,主 に外 貨 送 金 に よ る投 資 を 中心 と して い る。 これ は

台 湾 企 業 の 主 な投 資 方 式 で あ り,現 在 で は,投 資 企 業 の90%以 上 は外 貨送 金 に

よ る投 資 を行 って い る 。 こ う した投 資 方 式 は流 動性 が 高 く投 資.先の政 府 に好 ま

れ る とい う メ リ ッ トを持 つ一一方,親 企 業 が 負 う リス ク も相 対 的 に大 き く,投 資.

子 会 社 の 親企 柴へ の依 存 度 も高 くな るサ外 貨 送 金 によ る投 資 に次 ぐの は,機 械

設備 ・原 材 料,半 製 品 に よ る投 資 で あ る=川。特 に,中 小 企 業 の 場 合,大 企 業 に

比 べ て古 い機 械 設 備 ・半 製 品 の投 資 に偏 って い る。 また,.東 南 ア ジ ア よ り中 国

の方 が 機 械 設 備 ・原 材 料 に よ る投 資 に偏 って い る。 なお,現 在 対 外 投 資 を 行 う

10)台 湾経済研究院 「我国中小企業在菲印馬素投資差異性之探討.{.1994年6月,10ペ ージ。
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中小企業の8割 以上は親会社を台湾に置き,投 資子会社の資金調達や製品販売,

経営内容などの統括機能を果たしている。

中小企業のアジアにおける投資は,政 治関係や環境整備によっ.てその内容.・

規模は異なるものの,低 賃金労働や投資先の誘致奨励政策,GSP(一 般特恵

関税)優 遇の利用を目的としている。つまり,こ れ.まで台湾で生産して.きた労

働集約型製舳を投資先で生産し,必 要とする原材料や部品,機 械,半 製品など

は台湾か ら持ち込み,投 資先で加工 した製品を既存の販売チャネルを通して輸

出する,と いう形で運営されている。こうした経営方式は.「両頭在外」(加 工

原材.料を外国から輸.入し,加 工された製品を外国へ輸出すること)と 形容され

ている。販売先については,第 三国へ輸出されることが多い。た とえば,東 南

アジアで加工された製品は台湾と現地市場への供給を目的 とするのに対 し,中

国で加土された製品は 「台湾受注,大 陸生産,香 港輸出」 とい う取引経路を経

由し,第 三国へ輸出されることが多い。現在,東 南 アジアの場合,台 湾への逆

輸入および現地販売はそれぞれ3割 であ り,.輸出は4割 である。一方,中 国の

場合では,台 湾への逆輸入は1割,現 地販売は2割 以下であ り,そ の他の全て

は第三国への輸出にあてられている三⊥)。このように,台 湾で米国や欧州,日 本

などの外国メーカーか ら注文を受け,投 資先の東南 アジア諸国や中国で生産加

工してから輸出するという投資パ ターンによって,従 来台湾か ら米国に輸出さ

れてきた伝統的な製品は,ほ とんどこれらの地域から輸出されるように変わっ

たのである。

3海 外ネ ッ トワーク分 業体制 の形成

台 湾 の 中小企 業 の対 外 投 資 に は,次 の よ.うな特徴 が 見 られ る。つ ま り,輸 出

加 工 が 目的 で 市 場 開拓 の動 機 が少 ない,計 画 開 始 か ら操 業 まで 時 間 の短 い投 資

が 多 い,投 資 先 にお け る輸 出 率が 他 国 と比 べ 高 い,な どで あ る。輸 出比 率 を例

に と る と,中 国 にお い て,台 湾企 業 の輸 出率 は約6割 で,他 の 外資 企業 が 》卜分

11)二 一世紀基金会編,前 掲書,5呂ページっ
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以 下 で あ る こ とに 比 べ て 高 い1巴〕。 ま た,輸 出 加 工 を 中 心 とす るた め 現 地 で パ ー

トナ ー を 求 め る必 要 が な く,「.独資 」(外 資 側 の 全額 単 独 出資)の 比 率 が 高 い 。

対外 投 資 先 に お い て,台 湾 企 業 は主 に独 資 形 態 を 中心 と して い る。 しか も,中

小 企 業 で は全 体 の6割 以 上 が 独 資 で あ り,大 企 業 の それ よ り高 い。 独 資 以 外 で ヒ

は現 地法 人 よ り台 湾 企 業 との合 弁 ・合作 が 多 い 。 一 方で,中 国で は,独 資 に対

'して 国 内市 場 で の 販売 な ど の制 限 が 多 く
,合 弁.企業 の方 が優 先 さ れ る ため,現

地企 業 との合 弁が 多 い。 現 在,中 国 にお い て投 資 の7割 が合 弁,2割 が 独 資,

1割 が.合作 経 営 とい う。 に もか か わ らず,台 湾企 業 の 中 国 に お け る独 資 比 率 は

他 国 よ りも高 くな って い るL3,。た とえ ば,外 国投 資 が 集 中 して い る広 東 省 で は,

台 湾 企業 の経 営 形 態 は独 資 が45%,合 弁 が43%を 占め て い る1%.

これ まで 台 湾 の 中/1.・企 業 の対 外 投 資 は投 機 的 な 「HitandRun」 に 属 す.もの

が 多 く,企 業 体 質 の レベ ル ア ップへ の 寄与 は小 さか った と言 わ れ て きた 。 しか

し,こ の特 徴 はそ もそ も台 湾 の 中小 企 業 の経 営 方 式 その も.めと言 え るか も しれ

ない 。 それ ら は,小 規模 投 資 に よ り軽 工 業 の輸 出加.il経 験 を海 外 で 活 か す こ と

が で きる と同時 に,独 資経 営 に よ り市 場 の需 要 に応 じ柔 軟 か つ 機 敏 に生 産 を 移

転 す る こ とが で き るか らで あ る。 現 地 で の 資 金 調 達 が 難 しい場 合 で も,現 地

パ ー トナ ー との提携 を避 け,台 湾 独 自の生 産 形 態 と経 営 方 法 を と ろ う とす る。

こ う した 中小 企 業 の 海外 投 資 の進 展 を支 え てい る の は,従 来 の 中 小 企 業 が利

用 して きた ネ ッ トワー ク型 分業 体 制 で あ る と言 わ な けれ ば な らな い 。 この 分 業

体 制 は実 際 に台 湾 か ら シ フ トされ た もので あ る。1985年 の プ ラザ 合 意 以 降 の 日

本 で 見 られ る よ う にな った多 くの 中小 企 業 の対 外 投 資 は,親 企 業 ・取 引先 の 海

外 進 出 へ の 追 随 とい う形 で行 わ れ た。 これ に対 して,台 湾 の 中小 企 業 の場 合 は

大企 業 で は な く協 力 先 企 業 の進 出 に従 って の ケ ー スが 多 い 。 な ぜ な ら,中 小 企

業 に と って,従 来 の分 業 体 制 の 中で,単 な る生 産 機 能 だ けで は な く資 金調 達 や

12>佐 藤幸人 「台湾 労働力,市 場そして創業機会を求めて」.〔石原享一編 「中国経済の国際化

と東アジア」アジア経済研究所,工997年3月)。

13)緒 方卓編r中 国 〔一般事情)」財団法人海外職業訓練協会,1999年1∫ 】,]認ページ、,

14)国Ll:政 治大学国際関係研究中心.前 掲書,69ペ ージ。
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販 売 流 通,.そ して情 報 交換 な どの メ リ ッ トを も利 用 で き るか らで あ る。 す な わ

ち,.ネ ッ トワー ク型 分 業 体 制 の シ フ トは,中 小 企 業 の海 外 投 資 の動 機 ≒もな っ

た 。逆 に,原 材 料 や 組 立 の大 手 メ.一力.一は加 工 業 者 の 中小 企 業 に追 随 す る場 合

が 多 か っ た の で あ る。 と くに,94年 以 降 は こ う した 現 象 が 目立 つ よ う に な

る15)。

現在,セ レー シア の 「科 技 園区 」,ベ トナ ム の 「加 工 輸 出 区 」,イ ン ドネ シ ア

の 「光 華 工 業 区 」,そ して 中 国 沿 岸部 の 「靴 城 」 「紡績 城 」 「灯 館 城 」 「電 子 城 」

な どで は,台 湾 で の経 験 そ して 中小 企 業 の協 力体 制 が 再現 さ れ て い る と もい わ

れ る。 そ こで は,他 国 の 中小 企業 の それ と異 な る台 湾 独 自の 中小 企 業 の分 業 シ

ス テ ム の特 徴 が見 ら れ る と も指 摘 さ れ て い るゆ。 現 在,東 南 ア ジ アや 中 国で は,

輸 出加 工 指 向工 業 化 に重 点 が 置 か れ て い る た め,中 小 企 業 は台 湾企 業 を中心 と.

す る分 業 体 制 を続 けて い る。 しか し,.投 資 先 の市 場 開放 につ れ て,そ う した分

業 体 制 が現 地 化 や 多 国 籍 企 業 との 分業 に組 み込 まれ,海 外 で の多様 な調 達 が 可

能 とな る こ と も予 想 され る。

4収 益 と投資問題

中小 企 業 の投 資 収 益 面 につ い て は,多 くの調 査 で は必 ず し も見 解 が 一 致 し.て

い な い,,台 湾 の 中小.企業 は そ もそ も収 益 につ い て,税 金 な どを考 慮 し正 直 に政

府 に報 告 しな い場 合 が多 い。 また,対.外 投 資 を政 府 に届 けな い ケ ー スす ら少 な

くな い とい わ れ る点 か ら も,利 潤 につ い て の 調.査は 難 しい 。 しか し,利 潤 が あ.

る と指 摘 した 調査 が 多 く,と くに 中国 で の 利 潤 が 東 南 ア ジ ア よ.り上 で あ る とい

う。 そ して,全 体 的 に6割 以 上 の成 功 率 で あ る と推 定 さ れ て い る。 ま た,中 小

企 業 は対 外 投 資 の 将 来性 につ い て意 欲 的で あ り,そ の 営 業 処 点 を 海 外 に置 き,

収 益 は増 資,増 員 な い し1:場 拡 張 な ど に使 お う とす る企 業 が 多 い こ と も読 み取

15)中 華経済研 究院r中 小企 業国際イヒー 現況,問 題与展望』1998年3.月,3-7ベ ー ジ,

16)台 湾 と韓国の中小企業の海外投資 の展 開状況 と海外で の分業の特徴を比較 した もの として,川

上桃 子 「ビジネス ・ネ ットワー クと産 業成長 台湾 ・韓 国製靴工業 の事例 」(北 村 か よこ編

『東アジアの 中小企業ネ ッ トワークの現状 と課題』 アジア経済研究所,⊥999年3月1。
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れ る17,。ま た,調 査 に よ れ ば,中 小 企 業 で は,海 外 に お け る売 上 高 の 成 長 率 は

国 内 よ り高 く,海 外 の売 上 が 企 業 の売 上 全体 の半 分以 上 を 占 め る ものが 多 く,

純 利 潤 率 は 海外 が13.8妬 で,国 内 の7.7%よ り高 い1%

収益 が 伸 び る一・方 で,中 小 企 業 が 直面 して い る問題 も多 い。 ま.ず,資 金 調 達

の 問 題 が 最 も厳 しい 。 中小 企 業 は も と もと運 転 資 金 の調 達 に 困難 を抱 え てい る。

中小 規 模企 業 の 場 合,現 地 で の資 金調 達 が 難 し く,資 金 は台 湾 国 内 で の調 達 に

依 存 しな けれ ぼ な らな い 。 ま た,政 治 上 の問 題 か ら台 湾 の 金 融 機 関 を 中 国で 設

立 す る こ とが で きず,台 湾 か ら中 国へ の送 金 に さ え支 障 が あ る。多 くの 中小 企

業 主 は 白 ら現 金 を持 ち込 ん で投 資 を行 うケ ー スが ほ とん どで あ る。 さ らに,中

国以 外 の地 域 にお い て も,台 湾 の金 融 機 関 は海 外 支 店 をほ とん ど展 開 して お ら

ず,利 用 に不 便 で あ る。 政 府 は,対 外 投 資 に 関 して は 中国 輸 出 銀行 を通 じて融

資 を行 うも のの,実 際 に は中 小企 業 の対 外 投 資 に は役 に立 って い ない と言わ れ

て い るP

資 金 調達 の問 題 以 外 に,イ シ フ ラ設 備 の不 足,行 政 の 非 効 率,法 令 の煩 わ し

さ,労 働 品 質 の低 さ,派 遣社 員 の適 応 問題,品 質管 理 の問 題,現 地 市場 開拓 の

難 しさ,な どが よ く挙 げ られ る。他 方,IlI国 で は交 際 費 用 の 高 さや 「冥 加 金」

の 要求,東 南 ア ジ アで は宗 教 と民 族 の 意識 形 態 に よ り加 え られ る投 資 制 限 の 問

題 が 目立 つ 。 こ う した諸 問 題 は,台 湾 に 限 らず 中小 企 業 一 般 が 直 面 し.てい る問

題 で あ るが,政 治 上 の経 緯 か ら台 湾企 業 は 他 国 企業 よ り問 題 が 深 刻 で あ る。 こ

れ まで,台 湾 の企 業 は政 府 に国 内 金融 機 関 の サ ー ビス強 化,金 融 機 関 の 中 国 で

の 設置 開放,企 業 の連 合 会 組 織 の 設 置,子 女 の教 育 問題 の解 決 な どぺ の協 力 を

要 請 して い るが,ま だ 多 くの 問.題が 残 さ れ て い る。

17)　 .一世紀基金会編.前 掲書,83ペ ージ。

18)陸 海 枝 「我 国中小 企業与太企業村外投資事業営運状 況之比較」(中 小企 業処編M2居 中小 企

業発展学術研 詩会論文集 〔総体部分)」1996年5月)、
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IV国 内経済への影響

1産 業構造の変化

よ く知 られ て い る よ う.に,台 湾 経 済 の 貿 易 依 存 度 は高 く,輸 出 が経 済 の原 動

力 で あ る。輸 出 品 の うち95%以 ヒは製 造 業 製 品 で あ る 。 しか も,中 小 企 業 が 主

役 とい.う特 徴 を持 つ ため,伝 統1:業 製 品 お よび技 術 集 約 度 の低 い 製 品 の比 重 が

高 い 。 現在,製 造 業 で は社 数 の88.0%,売 上 高 の60.2%は 伝 統 製 造業 に よ っ て

占め られ て お り,そ の うち,従 業 員100人 以 下 の 中小 企 業 が 全 体 の86.5%に 達

して い る1%製 造 業 の 分 類 区 分 か ら見 て も 「中小 企 業 製 品」 が 多 い。 製 造 業 の

分 類 区分 で は,171種 の うち,大 企 業 性 製 品 に属 して い るの はわ ず か46種 で あ

り,残 りの125種 は 中小 企 業 性 製 品 に属 して い る。 しか も,大 傘 業 性 製 品 の う

ち輸 出型 製 品412種 で あ るの に対 して,中 小 企 業 性 製 品 の うち 輸 出 型 製 斤1は46

種 を 占 め てい る2%

現 在,対 外投 資 の 対象 とな って い る の は,大 企 業 性 製 品 に属 して い る電 子 ・

電 機 業 お よ び化 学 材 料 業 以外 は,木 竹 製 品,皮 革 製 品,繊 維 衣 服,紡 績 製 品,

金 属 製 品,家 具 製 品,ゴ ム製 品 な ど中 小企 業 性 製 品 に属 す る製 品 が ほ とん どで

あ る 。 そ め た め,中 小 企 業 の 海外 生産 は,台 湾 の産 業 構 造 と輸 出 構 造 に大 きな

影 響 を与 え て い る。 同 時 に,中 小 企 業 そ の もの の構 造 の 変 化 に も結 びつ い て い

る。

第4表 に示 す よ うに,製 造 業 の 生 産構 造 て 「伝 統 工 業 」 が.全体 に 占め る比 重

は1986年 の40.4%か ら急 速 に低 下 しつ つ あ り,.98年 現 在 で は23.5%と な って い

る。 これ に対 し,「 技 術 集 約 工 業 」 製 品 の 比 重 は24.0%か ら40.4%へ と増 加 し

て い る。 また,輸 出製 品構 造 で は,技 術 集 約度 の高 い製 品 の比 重 が18.4%か ら

4ユ.1%へ と急 増 し た の に 対 し,技 術 集 約.度 の 低 い 製 品 の 比 重 は47,9%か ら

18.4%と 低 落 して い る。 伝 統 工 業 お よ び技 術 集 約度 の低 い 製 品 は,海 外 投 資 に

19)中 華経 済研究 院 『突破弩営瓶頸一 中小企業如何 提升市 場競争 力」1998年3月,2ペ ー ジ。

20)中 小企業処1.中 華民 国111小.企業 白皮書」.1992年版 。
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第4表 製造業生産 と輸出製品構 造の変化
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〔甲.位=%)

製造業生産構造 輸出製品構造

年 (出荷価値) 〔技術 集約度)

.

伝統工業 基礎工業 技術集約工業 高 巾 低

1986 40.4 35.6 24.0 18.4 33.7 47.9

87 39.1 34.7 26.2 19.4 35.2 45.4

88 36.1 36.2 27.7 22.6 36.9 40.6

89 35.4 35.3 29.3 24.2 38.1 37.7

90 34.7 34.9 30.4 26.7 38.6 34.7

91 33.7 35.0 31.3 27.2 38.5 34.3

92 33.0 34.9 32.1 29.5 38.5 32.0

93 31.3 35.2 33.5 31.4 40.3 28.3

94 29.7 36.2 34,:[ 32.5 42.0 25.6

95 26.7 37.6 35.7 35.5 41.4 22.1

96 26.5 35.9 37.6 39.6 38.9 21.5

97 24.0 36.7 39.3 39.7 38.9 19.2

98 23.5零 36.1串 40.4串 41.1 4〔),5 18.4

注:*は19%年11月 までの統計.

資料1):経 済部統計処編 「中華民 国台湾地区工業生産月報11997年7月,1999年1月 、

2):財 政 部統計処編 『中華民国台湾地区進出[貿 易統計月報」1997年1月,1999年1月 。

出所:行 政院経済建設委員会r自 由中国之工11.1999年2月 。

おいてその比重を低下させたのである。

2政 府へ の衝撃

1987年 以 降,外 貨 持 ち出 しお よび 中 国 へ の渡 航 が 解 禁 され た こ とに よ り,台

湾 企 業 は本 格 的 に対 外 投 資 を行 い は じめ た。 それ と同時 に,ち ょ うど中 国 の 改

革 開放 政 策 の進 展 が 重 な った こ と もあ り,対 外 投 資 は 中国 に 集 中 し,中 国 へ の

経 済 依 存 関 係 が 強 ま って い った。 こ う した結 果,最 も影 響 を受 けた の は,お そ

ら く 「産 業 空 洞 化」 の 危 惧 や 「根 留 台 湾」(企 業 の根 を 台 湾 に残 す)な どを 呼

びか け続 けて きた 台湾 政 府 で あ ろ う。

実 際 には,台 湾企 業 に よ る対 外 投 資 は主 に低 賃 金 の 労働 力 の 利用 を 目的 と し

て お り。投 資 規 模 も小 さ く,ま た,米 ・日な どの 投 資 パ ター ン と も異 な る た め,
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台 湾 の 資 本 輸 出 や 「産業 外 移 」 の こ と を 「産 業 空 洞 化」 とい う言 葉 で 形 容 す る

の は不 適 切 で あ る と も指 摘 され て い る～1,。台 湾 経 済 に は,そ もそ も米 ・日の よ

うな重 要 な 技 術 や 製 品 が な く,中 小 企 業 はい わ ゆ る 「ニ ッチ 」 市場 を得 意 と し

て い る。 台 湾 経 済 が 発 展 で きた の も,中 小 企 業 が 生 産 ・加 工 に適 正規 模 の経 済

性 を発 揮 し成 功 した か らで あ る 。 台湾 は資 本 ・技 術 基 盤 が 浅 く,よ く 「浅 盤経

済 」 と形 容 され て お り,企 業 の根 が な い の で は な い か と も言 わ れ て い るε㌔ 現

在,国 内経 営 環 境 が 悪 化 しつ つ あ る中 で,中 小 企 業 に と って は海 外投 資 は 重 要

.な戦 略 で あ る。 と くに,自 由 に海 外 で投 資 を行 うこ とは,中 小 企 業 に と って は

新'しい.スター トとな る。

他 方,種 々 の経 済 指 標 を通 じて 検 証 した 結 果,台 湾 に は 「産業 空 洞 化 」 は起

きて い ない とい う議 論 もあ る盤:,。台 湾 の 工 業 生 産,輸 出 額 な どの 成 長 率 はた し

か に低 下 して い るが,第 三次 産 業 の持 続 成 長 が 見 られ る 。経 済全 体が ゆ るや か

に成 長 し,失 業 率 の増 加 も見 え ない 。 今 後 の ア ジ ア経 済 の 成 長 に お い て,台 湾1

経 済 は旺 盛 な創 業精 神,優 れ た加 工 技 術,豊 富 な人 材,そ して そ の資 金力 な ど

に よ っ て,国 際 的 な評価 を受 け て お り,し か も持 続 的 成 長 も見 られ る 。

しか し,台 湾 企 業 の 対 外 行 動 は 政 治 に左 右 さ れ や す く,政 府 に よ って 合 理

的 ・経 済 的 な 国際 化 行 動 と して 評価 され て い ない とこ ろ もあ る。 そ う した 背 景

に お い て.台 湾 政 府 は 中国 との 交 渉力 を維 持 す るた め に,企 業 投 資 の ス ピー ド

を抑 え よ う と して い る。 対 中投 資 を 生 産 コス トや 市 場 開拓 の 視 点 か ら見 る よ り

も,政 治 的 に 中 国 との対 立 観 点 か ら台 湾経 済 に もた らす 悪 影 響 を強 調 しよ う と

す る。 そ う した.ことか ら,「 戒 急 用 忍 」 や 「南 向 政 策 」 な どが 政 策 的 に打 ち 出

され て い る。 しか し,政 府 の政 策 を無 視 して対 中投 資 を行 う大 企.業が 次 々 と出

て きて い る。 ま た 昨 今,工 業 用 地 の取 得 が 困 難 で あ るた め,海 外 へ 移 民 す る経

21)本 瑞 「産業空 洞化的隠憂!(w本 瑞 ・陳介英 「台湾社 会与経 済論 集」幼 獅文 化事業 公司.

1995年11月)..

22〕 劉進慶 「台湾経済体 質総体検j(画 布均 ・卒読編 『台 湾経験 再定位』 天下文化出版社,1995年

6月)。

23)」 完 先 「台湾工業空洞化之験 証」 〔行政院経済建設委 員会 『自由ll膨国之工業」1995年12月)。
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営 者 が 増 加 してい る。 そ う した経 営 者 の 中 に は,中 小 企 業 を代 表 す る人 々 が 多

い た め台 湾 は 人材 さ え も失 ない つ つ あ る。 したが って,台 湾 政 府 に とって い か

に.企業 の信 任 を維 持 す るか とい うこ とが 大 きな課 題 とな って い る。

い か に よ りよ い投 資 環境 を作 り上 げ て,「 企 業 の根 」 を台 湾 に 残 さ せ るか 。

台 湾 政府 は1995年1月,台 湾 経 済 を 「ア ジ ア太 平 洋 地域 運 営 セ ン ター」 に発 展

させ る こ とを.発表 した。 こ の構 想 は.実際 には91年 にすで に提 翫 され てい た が,

そ の 日的 は,国 内 の投 資 環 境 を改 善 し,企 業 が 台湾 を拠 点 と しなが ら,ア ジ ア

太 平 洋 地 域 諸 国 との 問 に経 済 貿 易 関 係 を よ り発 展 させ る こ とで あ った。 さ ら に,

これ に よ って.2005年 を 目標 に,台 湾 にお い 七 製造,海 運,空 運,金 融,通 信,

.メデ.イアの6つ の運 営 セ ン ター を確 立 させ る こ とで あ った。 この計 画 を.発表 し

た こ と に よ って,台 湾 政府 は経 済 の 自 由化 ・国 際化 が い っそ う求 め られ るだ け

で は な く,国 内制 度 の大 幅 な改 革 も迫 られ て い る。

同 構想 は,台 湾 経 済 を香 港 と同 じよ う に,国 際 金 融,国 際貿 易 お よ び交 通 運

輸 な どの サ ー ビ.ス業 を 中心 に転 換 させ て い こ う と して い る。 台湾 の経 済 体 質 は

香 港 と似 て 商 人 資 本 的主 義 で あ る。 国 際 サ ー ビ.ス業 を 中心 に発 展 させ てい く戦

略 は,台 湾 の 経 済 体 質 に適 切 だ と も指 摘 され て い る3。。 しか し,こ の 計 画 を実

現 させ るた め には,台 湾 ば まだ 多 くの困 難 を抱 えて い る。 まず は,台 湾 政 府 に

と って 最 も難 しい 問題 の一一つ と して,中 国 との 通航 な どに お け る開放 的 な 関係

を持 つ こ とで あ る 。次 に,金 融 面 で はそ もそ も国 際 化 ・自由 化 さ れ て い ない 台

湾 に と って,国 際 金融 セ ン ター に な るの も容 易 で はな い 。

V結 語

企 業 の対 外 投 資 が,投 資 国 と投 資 受 け.入れ 国 の経 済,政 治 そ して社 会 な どの

面 に大 きな 影 響 を与 え る こ とは 当然 で あ る。 しか し,前 述 した よ うに,国 際 的

に特 殊 な位 地 に置 かれ てい る台 湾 に とって,企 業 の対 外 投 資 は 国益 お よ び これ

か らの 国 際 社 会 に お け る地 位 と も密接 にか か わ って い る。 こ う した なか で 中小

24)劉,前 掲論文。
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企業の対外投資は,金 額や件数で見れば必ず しも大きな比重を占めていないが,

すでに数多 くの中小企業が生産拠点を海外に移 レたことは,政 府や大企業に大

きな影響を与えた。台湾の中小企業は,台 湾経済の主要な担い手であ り,社 会

の中産階級を代表 している。かれらの投資活動は台湾の投資環境や産業 ・住環

境水準などの指標にもなり,経 済面や政治面,一 般大衆の社会心理面にまで大.

きな影響力を持 っている。経済発展の方向付けのために構想された 「アジア太

平洋地域運営センター」 も,台 湾経済における中小企業の役割を再現させよう.

と.するものであった。

現在,中 小企業の対外投資 とりわけ対中国投資ばブームの状況を呈 している。

こうした流れの中で,政 府はその展開をいかに円滑に進めるかに腐心 しなけれ

ばならない。とくに,台 湾の中小企業の多 くは低賃金労働を目的に,い わゆる

「両頭在外」という投資パターンに重点を置いているため,国 際経済環境の変

化や投資受け入れ国の政策変更により影響を受けやすい。目木の中小企業のア

ジアにおける投資状況を見ても,中 小企業の対外投資問題はけっして簡単では.

ない.そ れらは,1960年 代後.」トか ら始まり,低 賃金労働を□的としてアジアに

集中 していた。また,投 資地域 もNIEsか らASEAN,.そ して中国へと明確

にシフトしており,投 資業種もしだいに変化 している25)。日本 政府は,中 小企

業の国際化行動を支援するため,海 外展開の円滑化,国 際交流 ・貿易の円滑化,

製品付加価値向上など,幅 広い援助内容や,き め細かい政策体系 ・制度を整備

してきた。にもかかわらず,経 営体質が弱い中小企業にとっては,投 資先にお

.ける入件費の上昇や現地パートナーとの対立,進 出先での需要不足,現 地企業

との競争激化などによって,し ばしば撤退問題 も経験 してきたD日.本 における

中.小企業の国際化対策 としては,直 接指導,情 報提供,人 材育成,金 融 ・信用

補完,税 制優遇などがある。そ して,無 料の個別指導サービスをはじめ,投 資

の前後および国内外での支援政策,海 外投資動向の情報提供,展 示会の開催な.

25)水 戸考道 「アジア経済 と目木の 中小企業 の進 出一 公 共政策か ら見 る」(進 藤 栄一編 「アジア

危機を読 み解 く」 日本経 済評論杜,1995年5月)。
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どが挙げら.れる'㌔ 台湾の中小企業の投資パターンは日本 とは必ず しも同じで

はない。 しか し,投 資地域としてアジアに集中し,零 細企業も多いといった特

徴において,そ の投資経験と国際化対策は台湾の参考になるであろう。

しか し台湾の中小企業の多 くは政府に報告せずに対外投資を行い,政 府から

の支援を受けようともしない。台湾政府の中小企業政策のスター トはそもそも

遅 く,本 格的に取 り組まれはじめたのは1991年 に 「中小企業発展条例」が制定

.されてか らのことであった。言うまでもな く,中 小企業の国際化活動に応 じた

施策能力 も制限されることが多かった。今後,台 湾での政府の決断力と企業へ.

の援助政策は,企 業の政府への信頼を取 り戻す役割という点か らもかってない

ほど重要であろう。

台湾の場合では,.中小企業の国際化対策としては情報提供を中心 とする方法

が最 も重要であると考えられる。中小企業は勤勉で競争心が強いが,資 金や規 、

模の制約から海外の経済 ・貿易動向,商 品動向に関する調査および資料収集に

十分ではなかった。そこで.海 外現地の投資環境に関する基礎的情報のデータ.

ベース化,相 手国の産業事情 ・制度,技 術提携の法的側面に関する情報提供,

企業の海外投資動II]や海外からの撤退報告書,お よび.それらのガイドの作成な

どが期待される。情報を能率的に中小企業に提供するためには,施 策の広報の

ほかに,中 小企業見本.市や商品展示会,講 演会などの開催も効果的である。

さらに,台 湾はまだ一つの独 自の問題を抱えている。それは中小企業を主要

な担い手 とする経済体質を持つにもかかわ らず,経 営資源の多 くが少数の大企

業 と公営企業によって独 占されているという事実である。中小企業の対外投資

であろうと国内経営であろうと,そ れらを問題にする場合は,そ れらを指導 ・

支援する政府機関の効率性 も問われなければならないのである。

26)中 小企業庁編 『中小企業施策総覧(本 編}」 平成11年 度版,第12章 。


